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北海道大学大学院教育学研究科�
紀要　第１００号　２００７年１月�

【要旨】本論の目的は，コミュニケーションで成功を収めることに貢献しうるような「教育文法」

の内容構成のアプローチについて考察することである。文法指導において語用論的側面を重視す

る既存の枠組み・アプローチを検討すると，教育文法の内容編成の基盤として各文法概念に共通

するような原理が必要であることが分かる。そこで，言語学における論理的・意味論的・語用論

的含意の区別から，各表現の使い分けを教えるためには語用論的含意の領域にまで踏み込んだ教

育内容構成が必要であり，語用論的含意の中でも，Ｇｒｉｃｅ（１９６７［１９８９］）の発話の意味のモデル

における「一般的会話の含意」（ＧＣＩ）こそが有効な概念であることを示した。さらに，その前提

となる一般原理について，Ｇｒｉｃｅのより単純で包括的な再定式化であるＨｏｒｎ（１９８４， １９８９）の二

原理に基づいて，従来の比較表現指導の問題点を整理し，指導過程の基本構造と具体的な問題配

列の再構成を試みた。�

【キーワード】文法教育，教育内容構成，語用論，一般的会話の含意，比較表現�
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１．課題の設定�

北海道大学大学院教育学研究科教育計画講座博士後期課程（教育方法学研究グループ）�＊�

文法教育の内容編成の基盤としての語用論的原理�
――英語の比較表現への適用――�

亘　理　陽　一＊�

１．１　外国語教育の目的と「コミュニケーション能力」�

　「英語のコミュニケーション能力」と言う時，世間のイメージは「英語で流暢な会話ができ

ること」や「英語の書き言葉・話し言葉で相手の言わんとしていることが分かり，自分の言い

たいことを表現できること」といったものだろう。そこに議論の余地はないように思える。し

かしこのイメージの背後には，日本における英語教育の歴史とその経験者が持つある種のコン

プレックス，行動主義的言語習得観，学習指導要領の改訂（特には９８年改訂で「外国語」の

目標に「実践的コミュニケーション能力（の基礎）」が掲げられたこと），学問上の立場・言語

観の相違，語学産業関係者の思惑，英語優越主義的思想などが複雑に反映されており，学問的

にも一般的にも「コミュニケーション能力」が意味するものに合意が得られているわけではな

い。同じ「コミュニケーション」という言葉を用いていても，日本の学校英語教育についての

議論がかみあっていない場合が少なくないのは，一つにはこのためである。�
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１．２　教科カリキュラムの枠組みとその課題�

　上記の諸要因の絡み合いについて論じるのは本論の意図するところではない。しかし，妥当

な英語教育理論の構築においてそれ以上に問題なのは，そもそも（実践的）コミュニケーショ

ンを可能にする「能力」とはいったい何なのか，その能力はどのような要素と構造を持つ教科

カリキュラムの枠組みのもとで形成され得るのかといったことが，ほとんど自明でないばかり

か，多くにはその考察の必要性さえ認識されていないということである。われわれも，学校教

育の一環としての外国語教育の目的を「その外国語での言語的コミュニケーション能力の形成」

と設定しているが，それは，この「言語的コミュニケーション能力」の内部に立ち入らず「言

語活動に必要な限りにおいて言語材料（「文型」や「文法事項」）を教える」ようなカリキュラ

ム編成の批判の上に立つものである（大竹，１９９７ ： ６３ ； 町田，２０００ｂ ： １０４）。�

�

�

　大竹（１９８９，１９９７）や町田（２０００ａ，２０００ｂ）は，こうした「能力」の要素と構造について

検討を行っている１）。大竹（１９８９，１９９７）――Ｌｅｅｃｈ（１９８０，１９８３）の枠組みに基づく――

で仮定された外国語教育の教科カリキュラムの枠組みでは，外国語教育の教育内容体系が「文

法的能力を形成する領域」と「語用論的能力を形成する領域」を中心に構成される。前者では

「学習者に，文法の規則の体系を獲得させることによって，任意の文を産出したり認識したり

できるようにすることが目指され」，後者では「学習者に，語用論の原則の体系を獲得させる

ことによって」，「コミュニケーションで効果的に言語を使用できるようにすることが目指され

る」（大竹，１９９７ ： ６５， ６７）。文法的能力を形成する領域には語彙教育や音声・文字教育も含ま

れるが，文法教育は，その中心にあって，文の統語構造と意味のパターンを形成する規則の体

系を学習者に獲得させることを目的とするものである。大竹（１９９８）では，伝統的な教科カ

リキュラム論における「言語活動の教育」に対応するものとして，この枠組みに「学習者のそ

の時点での言語的コミュニケーション能力の総体を運用させるような，総合的な課題に取り組

ませる領域」が加えられている（大竹，１９９８ ： ５４）。�

　町田（２０００ａ，２０００ｂ）――Ｂａｃｈｍａｎ（１９９０）および Ｂａｃｈｍａｎ ａｎｄ Ｐａｌｍｅｒ（１９９６）の枠

組みに基づく――では，「言語知識を形成する部門」と「ストラティージックな能力を形成す

る部門」からなるカリキュラムが提起されている。前者には，Ｌｅｅｃｈ（１９８０， １９８３）に基づく

枠組みでは語用論的知識の下位知識とされていた「テクスト形成的知識」が，文法的知識とと

もに「構成的知識形成の領域」として語用論的知識の形成と併置されている。後者では「学習

者が，どのようなレベルであれ，今持っている言語知識と自分や相手が持つ世界についての知

識や言語使用の場面を関連づけ，その状況に応じたコミュニケーションを可能にする能力を形

成する」ことになる（町田，２０００ａ ： ３）。�

　町田（２０００ａ）はＢａｃｈｍａｎ（１９９０）およびＢａｃｈｍａｎ ａｎｄ Ｐａｌｍｅｒ（１９９６）の枠組みを採用

する理由として，Ｌｅｅｃｈ（１９８３）では「言語的コミュニケーションを可能にしている非言語的

要素（世界についての知識，発話の状況，話し手聞き手の特性など）と言語知識の相互作用に

ついて」扱われていないために大竹（１９８９，１９９７）の枠組みで生じる，教科カリキュラムの

枠組み上の社会言語学的知識の形成や言語活動の位置づけの問題が解決することを挙げている

（町田，２０００ａ ： ４）。大竹（１９９８）も，言語使用の社会的側面を取り扱う「対人関係的レトリッ

ク」を扱う部門に対して与えられている「［原則と］格率の数を限定する動機づけられた方法

がない」という指摘を受け，「普遍的に適用されるもの，個別文化に特有なもの，まったく特



５３�文法教育の内容編成の基盤としての語用論的原理�

１．３　文法教育に対するアプローチ�

異的なものを区別する必要がある」と述べている（大竹，１９９８ ： ５３）。�

　一方，町田（２０００ａ）は，Ｌｅｅｃｈ（１９８３）に基づくことで大竹（１９８９，１９９７）が語用論の

原理・格率・概念を具体的に示し，それと文法的能力との関係も明らかにすることが出来てい

るのに対して，言語知識の下位領域が含む原理・規則にほとんど言及がないというＢａｃｈｍａｎ（１９９０）

およびＢａｃｈｍａｎ ａｎｄ Ｐａｌｍｅｒ（１９９６）の不十分さも指摘している（町田，２０００ａ ： ４）。柳瀬

（２００６）も，Ｂａｃｈｍａｎ ａｎｄ Ｐａｌｍｅｒ（１９９６）のテーマは「コミュニケーション」一般というよ

り「特定の発話（に託された）意味の創造と解釈という『言語使用』」に限定されており，「各

種知識を統合する方略的〔＝ストラティージック――引用者〕能力の実質的な原理が不明であ

る」ことを指摘している（柳瀬，２００６ ： １３９ー４０，１４６）。�

　大竹（１９８９，１９９７）と町田（２０００ａ，２０００ｂ）の教科カリキュラムの枠組みは，いずれも，「そ

の言語に属する文を限りなく生成し，属しない文を生成しない能力」と「発話の場面に最も適

切な文をその無限の文の集合の中から選択する能力」の形成を，異なった編成原理に支配される

固有の領域が担当するものとしているところに特徴がある（町田，１９９７ ： ７３ ； 大竹，１９８９  ： １３２）。

英語について端的に言えば，前者は「英語」か「英語でない」かを問題にし，後者は「よい英

語」か「まずい英語」かを問題にするのだと言える（大竹，１９８９ ： １３０）。このようなカリキ

ュラムの枠組みはさしあたり妥当なものだと考えられるが，いずれの枠組みに依拠するとして

も，各知識が「言語使用の際に様々に相互作用することを考えると，個々の領域の教育内容は

各知識間の関連性も考慮した内容でなければならない」（町田，２０００ｂ ： １０６）。�

�

�

　文法的能力を形成する領域，あるいは文法的知識形成の領域でも，各知識間の関連性を考慮

した教育内容が求められる。つまり，ある言語の文法には，その言語の効果的使用にかかわる

考慮が浸透しており，文法の体系を反映した教育内容を構成する際にも言語の語用論的側面を

無視することはできないのである（Ｌｅｅｃｈ， １９８０ ； 内田・木下訳，１９８６）。したがって，文法教

育の内容は，コミュニケーションで成功を収めることに貢献しうるように文法諸形式を様々な

語用論的規則（言語の効果的使用）に関係づけた「教育文法」であることが求められる。�

　大竹（１９９７）は，Ｌｅｅｃｈ（１９８０）のこの指摘を受け，「文法教育は，文法に浸透している限り

での語用論を，教育内容である文法諸概念の本性の一部を成すものとして，それぞれの文法概

念に即して取り扱えばいい」と述べている（Ｌｅｅｃｈ， １９８０ ： ２６ ； 内田・木下訳，１９８６ ： ３９ー４０； 

大竹，１９９７ ： ６８）。本論はその具体的展開として，教育文法の内容構成における語用論的側

面，特に言語的コミュニケーションにおける推論的解釈についての語用論的研究の成果の検討

に基づき，「一般的会話の含意」とそれを説明する語用論的原理を基盤として比較表現の教育

内容を編成しようとするものである。比較表現を具体例とするのは，中学および高校の「英語」

において質量共に大きな位置を占める「言語材料」でありながら，語用論的側面への配慮を欠

くことに起因する指導上の問題が多く見られる文法概念だからである。別の言い方をすると，

語用論的研究の成果を有効な形で反映できることが見込まれる文法概念だと言えるからである。�

　もちろん，大竹（１９８９，１９９７）や町田（２０００ａ，２０００ｂ）が抱える問題を解決するような，

より十全な教科カリキュラムの枠組みの提起という課題は残されたままである。その一つの方

法としてＬｅｅｃｈ（１９８３）やＢａｃｈｍａｎ ａｎｄ Ｐａｌｍｅｒ（１９９６）に代わる枠組みの考察を続けるこ

とも考えられるが，本論ではそのようなアプローチは採らない。さしあたり大竹（１９８９，１９９７）
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２．語用論的側面を考慮した文法指導の枠組みの検討�

（1）a. b. 英語の受動態の形式・意味・使用�

の枠組みに依拠し，各知識間の関連性を考慮した個々の領域，特に文法的能力を形成する領域

の教育内容構成に対するアプローチを考察することを優先する。というのは，教育文法の内容

を一つひとつ確定していく作業で，何らかの形で全体の枠組みに対する示唆も得られるだろう

と考えるからである。�

　本論の構成は次の通りである。まず２．では，文法指導において語用論的側面を重視する枠組

みを検討し，使用の諸側面を分析的に扱うために，教育文法の内容編成の基盤となる語用論的

原理が必要であることを述べる。次に３．では，言語学で「含意」として研究されてきた聞き

手の推論について，Ｇｒｉｃｅ（１９６７［１９８９］）が提示した発話の意味のモデルにおける「一般的会話

の含意」がある表現の意味や使い分けを理解するために有効な概念であることを論じ，その含

意の前提となる一般原理についてＧｒｉｃｅ以降の代表的な研究成果とその有効性を検討する。４．

では，教育文法の内容編成の基盤として採用したＨｏｒｎ（１９８４， １９８９）の二原理を比較表現の

教育内容構成に適用し，指導過程の基本構造と具体的な問題配列について考察を加える。�

�

�

�

　「文法に浸透している限りでの語用論を，教育内容である文法諸概念の本性の一部を成すも

のとして，それぞれの文法概念に即して」（大竹，１９９７ ： ６８）取り扱おうとする枠組みの一つ

として，ＣｅｌｃｅーＭｕｒｃｉａ ＆ ＬａｒｓｅｎーＦｒｅｅｍａｎ（１９９９）が挙げられる。彼女らは（１ａ）のような

相互に関連する三つの次元を，文法指導の概念的枠組みとして提案している。（１ｂ）は英語の

受動態を彼女らがこの枠組みで分析したものである（ＣｅｌｃｅーＭｕｒｃｉａ ＆ ＬａｒｓｅｎーＦｒｅｅｍａｎ， １９９９ ： 

４ー５ ； ＬａｒｓｅｎーＦｒｅｅｍａｎ， ２００３ ： ３５， ４６）。�

　ＬａｒｓｅｎーＦｒｅｅｍａｎ（２００３）は，それぞれの次元は別々に学ばれ，学習者に長期にわたって

困難さを与える次元も文法項目（ｇｒａｍｍａｔｉｃａｌ ｉｔｅｍ）ごとに異なると指摘している（Ｌａｒｓｅｎ

ーＦｒｅｅｍａｎ， ２００３ ： ４２ー７）。（１ｂ）の受動態について言えば，実践的な困難さは形式・意味の面

ではなく，「能動態との対比で適切に使い分ける」という使用面にあるとされる。同じ使用面

への配慮でも，こうした扱いは，比較表現の本質的特徴を捉えようとせず，状況設定だけもっ

ともらしくした学習指導要領準拠の教科書とは全く異なっている（亘理，２００６ｂ）。�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

・語（語彙素）�

・派生形態素�

・多重語の語彙連鎖�

・概念�

・音素／書記素�

・身ぶり（手話）�

・文法形態素�

　（屈折と機能語）�

・統語パターン�

・助動詞　 か 　を用いる�

・過去分詞を従える�

・動作主の前に　　を加える�

・焦点構文――動作主を非�

　焦点化する�

・動作主が不明�
・動作主が余分�
・動作主が隠されるべき�
・動作主が新情報（主題）�
・客観性を与えるため�
（すなわち、科学的な発言）�

・社会的機能�
�
・談話パターン�

（約束・招待などのような発話行為）�

�

（例．テクストの結束性への寄与）�
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（２） ａ．   Ｔｈｅ ｅａｒｔｈ ｗａｓ ｆｏｒｍｅｄ ｆｏｕｒ ｂｉｌｌｉｏｎ ｙｅａｒｓ ａｇｏ． ［観念構成的］�
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  ｃ．   Ａｋｅｂｏｎｏ ｆｏｕｇｈｔ Ｂｏｂ Ｓａｐ， ｂｕｔ ｗａｓ ｂｅａｔｅｎ．２） ［テクスト構成的］�

（３） ａ．   Ｈｉｓ ｐａｐｅｒ ｗａｓ ｗｏｒｓｅ ｔｈａｎ Ｉ ｈａｄ ｅｘｐｅｃｔｅｄ．�

  ｂ．   Ｈｉｓ ｐａｐｅｒ ｗａｓ ｎｏｔ ａｓ ｇｏｏｄ ａｓ Ｉ ｈａｄ ｅｘｐｅｃｔｅｄ．�

　しかし問題もある。例えば，確かに（１ｂ）には受動態を用いる理由が列挙されているが，「動

作主」で括るだけでは，（２）に例示するような質的に異なる動機づけが説明できない。�

�

�

�

�

　例えば「動作主が不明」というのは，（２ａ）のような能動態では主語が確定できない場合で，

われわれの観念構成の仕方にかかわる理由である。一方，「動作主が隠されるべき」というのは，

（２ｂ）のような――動作主が確定できたとしても――責任の所在を明らかにしたくないような

場合で，対人関係にかかわる理由を指していると考えられる。「動作主が余分」（あるいは「動

作主が新情報」）というのは，（２ｃ）のように文をスッキリさせる（あるいは文末の焦点をｂｙ

句で示す）ために受動態を用いる場合で，テクスト形成にかかわる理由である。�

　さらに，形式面での指示にも関わらずいずれもｂｙ句が欠けていることにも注目されたい。

つまり，彼女らの枠組みでは使用の諸側面を十分に捉えきれず，３つの次元がどのように関係

するのかも十分明らかになっているとは言えないのである。�

�

�

�

　このことは比較表現の場合にも当てはまる。比較表現は，話題となっている事物のある特性

を取り上げて，何らかの形で話し手と聞き手に共有されている（と話し手がみなす）事物・集

合を基準に，その関係を明示的に示す手段である。（３ａーｂ）は，「私が期待していた論文の出来」

が省略された形で基準にされている（テクスト形成的側面）が，His paper was worse than I had 

expected it would be.と省略しない形で言うことも可能である（Ｈｕｄｄｌｅｓｔｏｎ ＆ Ｐｕｌｌｕｍ， ２００２ ：  

１１１０）。比較表現の場合，義務的な省略規則――ｔｈａｎ以下を it would be pretty bad/good などと

することはできない――は形式面で指定することができるが，随意的な省略やｔｈａｎ／ａｓ

節自体を省略する場合は，意味や使用とのかかわりを考慮せずには決定されない３）。さらに

His paper was bad.と言うのとは違い，比較表現の文が表わしている意味は「期待」と比べた相

対的な関係――いずれも「ある程度 badである」という想定を含んでいるとしても――である

（観念構成的側面）。両文は論理的には同じ関係を表わしているとされるが，（３ａ）の断定の力を

和らげて「ぼかす」ために（３ｂ）を用いることがある（対人関係的側面）。�

　もちろん，形式に習熟する局面や，言語活動で流暢さを高める局面がそれぞれ必要なことを

否定するわけではない。しかし，彼女ら自身も認めているように，適切な使い分けのために必

要な各側面の比重は文法概念によって異なり，「いつ／なぜ用いるのか」の性質も細かさも当

然異なる。例えば，モダリティーや否定表現では，伝えようとする内容について自分の態度を

どう表現するか，どのくらい遠回しに言うのかなど，言語使用の対人関係的側面が強く表れる。

他方，時間表現や名詞の（不）可算では，事物・出来事・状態をどう言語的に表現するかとい

う観念構成的な側面が，あるいは省略・代用では，伝えようとする情報の何を代名詞などで代

用し，どこまでを省略して伝えるかというテクスト構成的な側面が，それぞれ言語使用の認知

的側面として強く表れる。したがって，少なくともＣｅｌｃｅーＭｕｒｃｉａ ＆ ＬａｒｓｅｎーＦｒｅｅｍａｎ（１９９９）

のような「使用」という大きな括りだけでは，その文法概念に応じた「浸透」を考慮した体系



５６�

（４） Ｊｏｈｎ ｉｓ ａｓ ｔａｌｌ ａｓ Ｋｉｍ， ｉｎ ｆａｃｔ ｓｌｉｇｈｔｌｙ ｔａｌｌｅｒ．�

〔問題2〕�
Mike: �

�

Emi: �

Mike: �

Emi: 

How about Okinawa tours?  We can travel there within three days or so.  �

I have never been there.�

Well, I want to go to a different place.�

Where?�

How about Seoul tours?  （※２）�

ァ）　I think Seoul is nicer than Okinawa.�

ィ）　I think Seoul is as nice as Okinawa.

　沖縄に行きたいと思っているＭｉｋｅに対して，ＥｍｉがＭｉｋｅともめないように�

韓国のソウルを提案したいとき，（※２）ではどちらの表現を用いた方がいい�

と思いますか。�

答え…（　　　　　）�

理由�

的な教育内容構成は難しいと考えられる。「いつ／なぜ用いるのか」の側面をより分析的に扱

うことができるような内容編成のアプローチが必要なのである。�

　そこで亘理（２００６ｂ）は，比較表現の具体的な教育内容の構成に対して「観念構成的レトリ

ックの問題として扱うべき内容と，対人関係的レトリックの問題として扱うべき内容，さらに

はテクスト形成的レトリックの問題として扱うべき内容を意識的に分ける」というアプローチ

を提示した。例えば次の問題例のように，各表現が適切となるような場面の中で，具体的にそ

の――ここでは「もめないように韓国のソウルを提案したいとき」という対人関係的レトリッ

クの――観点から問うということである４）。�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

　しかし，このアプローチにも課題は残されている。例えば，上の問題にわれわれが今のとこ

ろ与えている説明は概略次のようなものである。‘ａｓ … ａｓ’の形式は，（４）のように言えるこ

とからも分かるように，「～と同じくらい…」（＝）ではなく「少なくとも等しい」（≧）を意

味する（Ｍｉｔｃｈｅｌｌ， １９９０ ； Ｈｕｄｄｌｅｓｔｏｎ ＆ Ｐｕｌｌｕｍ， ２００２ ： １１０１ ； ２００５ ： １９９）。�

�

�

　したがって，（イ）を用いるのは，素敵さの尺度に関して明確な差があることを明示する（ア）

よりも穏当に「ソウルを過小評価してはいけない。沖縄と同じかそれより素敵だ」ということ

を伝えるためである（ミントン，２００４）。�

　この穏当さはどこから来るのかについては，十分な説明が与えられているわけではない。た

だ，これまで次のような聞き手（＝Ｍｉｋｅ）の側の推論を暗に仮定してきた。「素敵さにおいて

少なくとも等しい」（≧）と言うより，「より素敵だ」（＞）と言うほうがソウルを強く提案す

ることになる主張である。Ｅｍｉは（ア）ではなく（イ）を用いた。Ｅｍｉは‘ｎｉｃｅｒ ｔｈａｎ’と言



５７�文法教育の内容編成の基盤としての語用論的原理�

３．含意に関する語用論的研究の教育文法的考察�

３．１　「含意」の区別�

（５） ａ．   あなたは，わたしを昨日ぶった。�

  ｂ．   ぼくは，君を一昨日ぶった。�

  ｃ．   Ｙｏｕ ｈｉｔ ｍｅ ｙｅｓｔｅｒｄａｙ．�

  ｄ．  〈太郎は，２００６年１２月２４日，花子をぶった〉�

（６） ａ．   洋子が元気であれば，お母さんは機嫌がいいわ。そして，洋子は元気よ。�

 　  （もしＰならばＱ，そしてＰ┣Ｑ ； 《お母さんは機嫌がいい》）�

  ｂ．   良子 ： 洋子は病院へ行ったかしら？�

えるだけの確信を持っていなかったか，はっきり‘ｎｉｃｅｒ ｔｈａｎ’と言うのを遠慮したに違いな

い（おそらく後者であろう）。�

　しかし，この解釈は（イ）の言語形式にコード化されている内容ではない。あくまで聞き手

の側で組み立てられた推論である。これは，この場面，あるいは I think Seoul is as nice as 

Okinawa.という表現にのみ当てはまる推論なのであろうか，それとも‘ａｓ … ａｓ’と‘ーｅｒ ｔｈａｎ’

の使い分け一般に言えることなのであろうか。一般的に妥当なものだとすれば，それはどのよ

うな語用論的原理によるものなのだろうか。�

　ある言語表現が現実の使用場面に置かれることを考慮し，その使用の諸側面を分析的に扱う

ためには，こうしたことを説明する語用論的原理が必要である。さらにそれは，比較表現だけ

に有効な個別的なものではなく，教育文法の内容編成の基盤として各文法概念に共通するもの

であることが望ましい。�

�

�

�

�

　〔問題２〕について述べたような聞き手の推論は，言語学の意味論や語用論において「含意」

（ｉｍｐｌｉｃａｔｕｒｅ）として研究されてきた。日常の言葉として用いられる含意と区別するためにま

ず，西山（２００４）に従って，文と発話，そして命題という概念を簡単に定義しておく。�

　意味論や語用論の議論で言う「文」とは，抽象的な対象としての構造である「文ータイプ」

のことを指し，具体的な聴覚的・視覚的現れとしての「文ートークン」とは区別される。一方

「発話」は文の聴覚的な現れなので，文ートークンの一種である。つまり発話は，特定の話し

手に属する１回限りの時間的・空間的対象である。「命題」は，「真である」あるいは「偽であ

る」という形で記述することの可能な対象を指すが，文の言語的意味とは別のものである。例

えば（５ａ）が表す意味は明確だが，「あなた」や「わたし」が誰を指すのか，さらに「昨日」

がいつのことかが確定されない限り，その真偽を問うことはできない。また（５ａーｂ）は明らか

に意味の異なる文だが，花子が太郎に向かって２００６年１２月２５日に発話した（５ａ）と，太郎

が花子に向かって２００６年１２月２６日に発話した（５ｂ）は，どちらも同じ命題（５ｄ）を表す

ことになる。また，命題は個別言語と結び付いているわけではないので，２００６年１２月２５日に

花子が太郎に向かって（５ｃ）を発話したとしても（５ｄ）の命題を表すことができる。�

�

�

�

�

�

　含意とは，この命題と命題の関係を表す概念である。含意には，大別して論理的含意・意味論的含

意・語用論的含意の３つがある（西山，２００４ ： １２ー７）。�

�

�

�

�



５８�

（９） ａ．   Ｍｙ ｈｏｕｓｅ ｉｓ ａｓ ｌａｒｇｅ ａｓ ｍｙ ｆａｔｈｅｒ’ｓ．�

  ｂ．   Ｍｙ ｈｏｕｓｅ ａｎｄ ｍｙ ｆａｔｈｅｒ’ｓ ｈｏｕｓｅ ａｒｅ ｔｈｅ ｓａｍｅ ｓｉｚｅ．�

  ｃ．   Ｍｙ ｈｏｕｓｅ ｉｓ ｔｈｅ ｓａｍｅ ｓｉｚｅ ａｓ ｍｙ ｆａｔｈｅｒ’ｓ．�

 　  花子 ： 太郎が洋子を説得して病院へ行かせたわ。（《洋子は病院へ行った》）�

 ｃ．太郎 ： 今晩，一緒にコンサートに行かない？�

 　  洋子 ： 明日，論理学演習の試験があるの。《一緒にコンサートには行かない》�

（７） ａ．   ＃太郎が洋子を説得して病院へ行かせたわ。でも洋子は病院へ行かなかったの。�

  ｂ．   明日，論理学演習の試験があるの。でも，行かないってわけじゃないわよ。�

（８）     《洋子は太郎と結婚したい》�

�

�

�

�

　論理的含意とは，（６ａ）のように，ＰやＱに入る個々の命題が事実に反するかどうかに関係

なく，論理語が表す二つの命題間の推論の妥当性を問題にするものである。意味論的含意とは，

（６ｂ）のように「病院へ行く」，「説得して病院へ行かせた」という実質的な意味内容を持った

記述語によってもたらされるもので，伴立関係（ｅｎｔａｉｌｍｅｎｔ）とも呼ばれる。一方（６ｃ）は，「論

理学演習」とか「試験がある」といった記述語が誘いを断る含意をもたらしているのではない。

洋子の発話が表す「洋子は，明日，論理学演習の試験がある」という命題から，「試験に合格

するためには準備がいる」→「コンサートに行くと，相当の時間が取られてしまう」→「試験

の前日に時間を取られると，準備ができなくなる」と言った文脈的情報をもとに太郎が推論す

ることによって導き出されるものである。語用論的含意とは，このように発話と文脈的情報に

依拠して決まるものを言う。�

�

�

�

�

　論理的含意・意味論的含意が必然的なものであるのに対して，（６ｃ）の語用論的含意は必然

的なものではない（＃は，非文法的ではないが意味的におかしな文を表す）。したがって，洋子

は（７ｂ）のように言うことによって（それを言わなかったら太郎がそう解釈するであろう）

含意を取り消したり棚上げしたりすることが可能である。一方，必然的なものではないからと

言って，聞き手が恣意的に語用論的含意を引き出しても構わないということにはならない。例

えば，（６ｃ）の洋子の発話が（８）のような意味を伝達していると解釈するわけには行かない。発

話解釈には聞き手の側に何らかの制約が課せられており，話し手の側から見れば，（８）のよう

な「特定のメッセージを伝達したいならば，聞き手がそのメッセージをその制約のもとで計算

できるような表現形式を選択しなければならない」のである（西山，２００４ ： １９）。�

　従来の比較表現の指導においても，多くの文法解説書がそうであるように，各表現の関係が

不等号などで意味論的含意として説明されることはあった。ミントン（２００４）はこうした扱

いがある程度有効であることを認めつつも，その表現が使われる「状況」も考慮すべきだと主

張している。例えば，教科書では依然として‘ａｓ … ａｓ’の意味が「～と同じくらい…」（＝な

いしは≒）と説明されているが，ミントン（２００４）によれば，単に自分の家と父親の家の大

きさが同じだということを述べたいのであれば，（９ａ）ではなく（９ｂーｃ）のように言うはずだ

という（ミントン，２００５：３６）。�

�

�

�

�

　つまり，（９ａ）を用いるには用いるだけの文脈が必要であり，それは比較の対象となっている

ものを「過小評価してはいけない」ということを伝えようとする文脈である。これは，‘ａｓ … ａｓ’



５９�文法教育の内容編成の基盤としての語用論的原理�

３．２　発話の意味のモデルと語用論含意の区別�

（１１） ａ．   Ｅｖｅｎ ＫＥＮ ｋｎｏｗｓ ｉｔ’ｓ ｕｎｅｔｈｉｃａｌ．�

  ｂ．  《Ｋｅｎは，それが非倫理的であるということを［浮かび上がる文脈的集合の中で］�

 　　一番知っていそうにない》�

  ｃ．   ＃Ｅｖｅｎ Ｋｅｎ ｋｎｏｗｓ ｉｔ’ｓ ｕｎｅｔｈｉｃａｌ， ｂｕｔ ｔｈａｔ’ｓ ｎｏｔ ｓｕｒｐｒｉｓｉｎｇ．�

（１０）  　　　　　　　　ａ． 発話の意味全体�

 �

　　　 ｂ． 言われていること　　　　　ｃ． 含意されていること�

 �

   　　　　　　　　　　　ｄ． 言語慣習含意　　　　ｅ． 非言語慣習含意�

�

   　　　　　　　　　　　　　　　　　ｆ． 会話の含意　　　　　ｇ． 非会話の含意�

�

　　　　　　　　　　　ｈ． 一般的会話の含意　　　ｉ． 特定的会話の含意�

西山（２００４ ： ２７），東森・吉村（２００３ ： ２６）をもとに作成�

にコード化された意味ではなく‘ａｓ … ａｓ’を含む文を用いた発話が伝える語用論的含意だと

考えるべきであろう。したがって，（９）の各表現の使い分けを教えるためには，われわれは語

用論的含意の領域にまで踏み込んで教育内容を構成する必要があるということになる。語用論

的含意を動機づける原理は欠くものの，１．の〔問題２〕はそうした試みの一つであると言える。�

�

�

　Ｇｒｉｃｅ（１９６７［１９８９］）は，（１０）のような発話の意味のモデルを提案し，語用論的含意にお

いて聞き手に課せられた制約の存在を明らかにしようとした。Ｇｒｉｃｅ のモデルによれば，「言

われていること」（発話された文の字義どおりの内容，つまり，文法構造によって決められる

意味で，（５）で見た「あなた」や「わたし」などの指示対象が明らかになったもの）から伝達さ

れる発話の意味全体への橋渡しをするのが「含意されていること」である（Ｈｏｒｎ， ２００４ ： ３）。�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

　（１０ｄ）の「言語慣習含意」は，‘ｂｕｔ’や‘ｔｈｅｒｅｆｏｒｅ’，‘ｅｖｅｎ’，‘ｙｅｔ’など，単語の意味として

コード化されているが，その文の命題の真偽に関わらないものを言う（東森・吉村，２００３ ： ２７）。

例えば（１１ａ）の‘ｅｖｅｎ’から引き出される推論は（１１ｂ）のように表すことができるが，（１１ａ）

が真となるのはＫｅｎが‘ｉｔ’が指すことを非倫理的だということを知っている場合（そして

その場合のみ）なので命題の真偽とは関係がない。しかし言語慣習含意は，（１１ｃ）に見られるよ

うに，この推論を取り消そうとすると意味の矛盾した文を生じてしまうという点で，２．１で述

べたような含意とも異なっている（Ｈｏｒｎ， ２００４ ： ３ー４）。�

�

�

�

�

�

　近年では，このモデルに基づく具体的分析やモデルの精緻化をめぐって，基本的にＧｒｉｃｅ（１９８９）

のモデルを受け継いだｎｅｏーＧｒｉｃｅａｎと呼ばれる論者や，「関連性理論」というアプローチから

活発な議論が提出されている。言語慣習含意は，扱う対象や説明方法をめぐって特に議論が揺

れている部分で，論者によっては，上に挙げたもの以外に，‘ｍａｎａｇｅ’や‘ｂｏｔｈｅｒ’など従来

意味論的含意として説明されてきたものを含める者もいる。文法教育において上に挙げた接続

詞や副詞の何をどう教えるかということも多くの課題を残している問題だが，本論では言語慣



６０�

（１５） ａ．   Ｓｏｍｅ， ｂｕｔ ｎｏｔ ａｌｌ ｏｆ ｔｈｅ ｇｕｅｓｔｓ ａｒｅ ａｌｒｅａｄｙ ｌｅａｖｉｎｇ．�

  ｂ．   Ｓｏｍｅ ｏｆ ｔｈｅ ｇｕｅｓｔｓ ａｒｅ ａｌｒｅａｄｙ ｌｅａｖｉｎｇ；  ｉｎ ｆａｃｔ ｔｈｅｙ ａｌｌ ａｒｅ．�

（１２） Ａ：  Ｗｈａｔ ｔｉｍｅ ｉｓ ｉｔ？�

  Ｂ：  Ｓｏｍｅ ｏｆ ｔｈｅ ｇｕｅｓｔｓ ａｒｅ ａｌｒｅａｄｙ ｌｅａｖｉｎｇ．�

 ＰＣＩ：  Ｉｔ ｍｕｓｔ ｂｅ ｌａｔｅ．�

 ＧＣＩ：  Ｎｏｔ ａｌｌ ｏｆ ｔｈｅ ｇｕｅｓｔｓ ａｒｅ ａｌｒｅａｄｙ ｌｅａｖｉｎｇ．�

（１３） Ａ：  Ｗｈｅｒｅ’ｓ Ｊｏｈｎ？�

 Ｂ：  Ｓｏｍｅ ｏｆ ｔｈｅ ｇｕｅｓｔｓ ａｒｅ ａｌｒｅａｄｙ ｌｅａｖｉｎｇ．�

 ＰＣＩ：  Ｐｅｒｈａｐｓ Ｊｏｈｎ ｈａｓ ａｌｒｅａｄｙ ｌｅｆｔ．�

 ＧＣＩ：  Ｎｏｔ ａｌｌ ｏｆ ｔｈｅ ｇｕｅｓｔｓ ａｒｅ ａｌｒｅａｄｙ ｌｅａｖｉｎｇ．�

習含意それ自体とそこに含まれるものの考察は別の機会に譲ることとする。�

　（１０ｇ）の「非会話の含意」とは，感覚的，社会的，道徳的性格を持つものとされる。例えば

沖縄アクセントでしゃべっている人の発話は，聞き手に「この話し手は沖縄出身の人だ」とい

う情報を伝達するかもしれないし，「喉が痛いときにしゃべれば，聞き手に『この話し手は風

邪をひいている』という情報を伝達するかもしれない」（西山，２００４ ： ５）。しかし，われわれ

が対象とするのは「言語的コミュニケーション」，すなわち相手に伝えようと意図せず偶然的

に伝わった情報ではなく，話し手ないしは書き手の意図明示的な情報伝達であるから，非会話

の含意は本論の考察対象とはならない。�

　（１０ｆ）の「会話の含意」は一般的会話の含意と特定的会話の含意からなる。「一般的会話の

含意」（ｇｅｎｅｒａｌｉｚｅｄ ｃｏｎｖｅｒｓａｔｉｏｎａｌ ｉｍｐｌｉｃａｔｕｒｅｓ，ＧＣＩと略記）とは，通常の文脈では一般的

に成立し，比較的規則的で，文脈から離れても十分予測可能なものを言う（西山，２００４ ： ２４）。

「特定的会話の含意」（ｐａｒｔｉｃｕｌａｒｉｚｅｄ ｃｏｎｖｅｒｓａｔｉｏｎａｌ ｉｍｐｌｉｃａｔｕｒｅｓ，ＰＣＩと略記）はそれとは異

なり，特定の文脈でのみ生じる含意である（東森・吉村，２００４ ： ２８）。両者の違いは，次の二

つの例に示されている（Ｌｅｖｉｎｓｏｎ， ２０００ ： １６ー７）。�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

　つまり‘ｓｏｍｅ’を含む発話からは，文脈によらず‘ｎｏｔ ａｌｌ’の含意を引き出すことができる。

しかし，（１２）の「もう遅いに違いない」や（１３）の「ひょっとしたらＪｏｈｎはもう帰ったかも」

という含意は，それぞれの状況とＡの発話に対する応答という文脈があってはじめて引き出さ

れるものである。ＰＣＩはもちろんＧＣＩも発話を付け足して取り消すことが可能であり，‘ｎｏｔ ａｌｌ’

の含意が‘ｓｏｍｅ’によって必然的に含意されるわけではないという点で，意味論的含意や言語

慣習含意とは異なる。その証拠に，（１５ａ）のように言っても冗長にはならないし，（１５ｂ）の

ように言っても矛盾しない（Ｃｒｕｓｅ， ２００４ ： ３７４）。�

�

�

�

　比較表現の場合も，ＧＣＩとしてその意味を説明できるものが少なくない。例えば‘ａｓ … ａｓ’

は，１．の〔問題２〕のところでは「～と同じ」（＝）ではなく「少なくとも等しい」（≧）を意

味すると述べたが，どちらかと言えば通常‘ａｓ … ａｓ’を含む文は「同じ」を意味することが

多い（八木，１９８５ ： １２４ ； 吉田，１９９８ ： １５８ー９）。この「同じ」という意味は「‘ーｅｒ ｔｈａｎ’で

はない」というＧＣＩからもたらされる。これがＧＣＩであるというのは――逆に言うと「少な

くとも等しい」がこの形式のもともと持つ意味であるのは――（１５）と同様，（１６ｂ）のように‘ｅｘａｃｔ

ｌｙ’などをつけ加えても冗長にはならないし，（１６ｃ）のように言っても矛盾しない（しかし，



６１�文法教育の内容編成の基盤としての語用論的原理�

３．３　「協調の原理」とその再定式化�

（１６） ａ．   Ｊｏｈｎ ｉｓ ａｓ ｔａｌｌ ａｓ Ｋｉｍ．�

 　  ＧＣＩ：  Ｊｏｈｎ ｉｓｎ’ｔ ｔａｌｌｅｒ ｔｈａｎ Ｋｉｍ．�

 ｂ．   Ｊｏｈｎ ｉｓ ｅｘａｃｔｌｙ／ｊｕｓｔ／ｅｖｅｒｙ ｂｉｔ ａｓ ｔａｌｌ ａｓ Ｋｉｍ．�

 ｃ．   Ｊｏｈｎ ｉｓ ａｓ ｔａｌｌ ａｓ Ｋｉｍ， ｉｎ ｆａｃｔ ｓｌｉｇｈｔｌｙ ｔａｌｌｅｒ／＃ｓｈｏｒｔｅｒ．　（≒（４））�

（１７） Ａ：  Ｗｏｕｌｄ ｙｏｕ ｌｉｋｅ ａ ｃｕｐ ｏｆ ｃｏｆｆｅｅ？�

 Ｂ：  Ｉｔ ｋｅｅｐｓ ｍｅ ａｗａｋｅ．�

shorterとは言えない）ことから裏付けられる。�

�

�

�

�

�

　このようにＧＣＩはある表現の意味や使い分けを理解するためにも有効な概念であると考えら

れるが，ＰＣＩはどうだろうか。語用論ではＰＣＩを通じて会話の含意の性質や発話解釈の認知プロ

セスを解明しようとする研究が多く，そのアプローチには一定の合理性がある。しかし，文法

概念を形成するための教育内容としてＰＣＩを考慮する必要があるとは思われない。�

�

�

�

　例えば，上のやり取りでのＢの発話は，「コーヒーを飲むと（私は）目がさえる」という意

味以外にＡの申し出に対する返答の意味も伝えている。このやり取りが夕食後しばらくしてＡ

がＢに声をかけた状況だったとすると，「Ｂは明朝早く仕事に出る」ということをＡが知って

いれば，Ｂの発話のＰＣＩは「コーヒーはいらない」であろう。しかし，「Ｂは明日の朝までに

原稿を仕上げなければならない」という（ことをＡが知っている）ような文脈であれば，ＰＣＩは

「コーヒーをいただく」になるだろう（東森・吉村，２００３ ： ９ー１０）。つまり，全く同じ言語

形式が全く相反する返答を伝えることになるのである。これはこれで興味深い言語的コミュニ

ケーションの性質であるが，その都度の含意を教育内容として取り上げることが教育文法の内

容に必要だとは思われない。体系的な文法概念の形成を目的とする中にＰＣＩを無理に取り入

れても，それは言語が本来持っている創造性を矮小化する結果しかもたらさないだろう。�

　（１６）についても，背の低いＫｉｍとの比較で「このバスケットボール・チームのメンバ

ーには必要ない」と言われているのか，背の高いＫｉｍとの比較で「このチームのメンバーに

是非とも必要だ」と言われているのかは，比較表現の意味や使い分けの理解に直接結び付くも

のではない。もちろんＰＣＩを教育内容に含めないからと言って，その表現が用いられる文脈

を無視するわけではない。（９）についてミントン（２００４）が与えている説明からすれば，‘ａｓ … ａｓ’

の意味・用法を問うものとしてより妥当なのは後者の設定であろう。しかし，「是非とも必要だ」

という含意それ自体が‘ａｓ … ａｓ’の教育内容となるわけではない。�

�

�

　会話の含意は，話し手と聞き手が共通の目標に到達するために合理的かつ協調的にやり取り

しているという共有の前提からもたらされる（Ｈｏｒｎ， ２００４ ： ６）。Ｇｒｉｃｅ（１９８９）は，会話の含

意を引き出す動機づけとして「協調の原理」という一般原理を提示し，それが（１９）の四つの

格率によって具体化されるとした（Ｇｒｉｃｅ， １９８９ ： ２６ー７）５）。つまり，３．２で見てきたように，

発話によって伝達され理解されるメッセージは，言語形式として直接表現されている意味より

はるかに豊かなものである。話し手はこのギャップを埋めるために語用論的原理を暗黙の内に

用い，聞き手が発話の解釈という目的のために同じ原理を発動することを期待するのである（Ｈｏｒｎ， 

２００４ ： ３）。�



６２�

３．３．１　Horn（1984, 1989）のQ原理とR原理�

（１８） 協調の原理 ： �

 会話への寄与を，それが生じる段階において，そのやり取りで容認された目的や方向�

 から求められているようなものにせよ。�

（１９） 質 ： 会話への寄与を真実であるものにしようとせよ。�

  １． 偽であると思っていることを言ってはならない。�

  ２． 十分な証拠がないことを言ってはならない。�

  量 ： １． 会話への寄与を求められている限り情報量があるものにせよ。�

  ２． 会話への寄与を求められている以上の情報量にしてはいけない。�

  関係 ： 関係があることを言うようにせよ。�

  様態 ： 明瞭なものにせよ。�

  １． 表現の不明瞭さを避けよ。�

  ２． 多義性を避けよ。�

  ３． 簡潔な言い方をせよ（不必要な冗長さを避けよ）。�

  ４． 整然とした言い方をせよ。�

（２０） ａ．   Ｑ原理（聞き手志向）�

 　  会話への寄与を十分なものにせよ ： できるだけ多くのことを言うようにせよ。�

　　　　（量の格率１．＋様態の下位格率１．，２．）�

 ｂ．   Ｒ原理（話し手志向）�

 　  会話への寄与を必要なだけのものにせよ ： 言わなければならない以上のことは言わ�

 　  ないようにせよ。�

　　　　（関係の格率＋量の格率２．＋様態の下位格率３．，４．）�

�
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　Ｈｏｒｎ（２００４）によれば，この原理・格率は，道徳的に正しい行為の規定や民俗学的観察と

して立案されたものではなく，言語形式の意味から推論される含意の見込みを合理的なものと

するような「デフォルトの環境」とみなすべきものである（Ｈｏｒｎ， ２００４ ： ８）。統語的・意味論

的規則と異なり，語用論の原理と規約は，格率があからさまに破られた場合にも働くが，それ

を聞き手が文脈的推論の出所として認識できるのは，話し手がこのような原理をデフォルトと

して働かせ，聞き手も働かせていると仮定する場合のみだからである。�

　ただし（１９）の格率規定については，定義の不十分さ（例えば「情報量がある」と「関係が

ある」とはどう違うのか）や格率同士の関係が不明確であること（例えば「質の格率」は「量

の格率」に優先すると言っていいのか否か）が批判の対象となってきた（メイ，２００５ ： １３１ー

３ ； 西山，２００４ ： ２９ー３０）。ここでは，Ｇｒｉｃｅ（１９８９）の一般原理の最定式化を試みた代表的

な研究として，ｎｅｏーＧｒｉｃｅａｎのＨｏｒｎ（１９８４， １９８９）とＬｅｖｉｎｓｏｎ（２０００），そしてＳｐｅｒｂｅｒ ＆ Ｗｉｌ

ｓｏｎ （１９８６［１９９５２］）に始まる関連性理論を取り上げ，彼らが提案している原理の有効性を検

討する。�

�

�

　Ｈｏｒｎ（１９８４）は，Ｇｒｉｃｅの枠組みを保持しつつ，質の格率を前提として残りの格率を次の二

つの基本原理にまとめることを提案している６）。�

�

�

�

�

�

�

�

�



６３�文法教育の内容編成の基盤としての語用論的原理�

（２１） Ａ：  Ｗｈｅｒｅ ｄｏｅｓ Ｃ ｌｉｖｅ？�

  Ｂ：  Ｓｏｍｅｗｈｅｒｅ ｉｎ ｔｈｅ ｓｏｕｔｈ ｏｆ Ｆｒａｎｃｅ．�

（２３） ａ．   Ｃｌｏｓｅ ｔｈｅ ｗｉｎｄｏｗ， ｐｌｅａｓｅ．�

 ｂ．   Ｃａｎ ｙｏｕ ｃｌｏｓｅ ｔｈｅ ｗｉｎｄｏｗ？�

 ｃ．   Ａｒｅ ｙｏｕ ａｂｌｅ ｔｏ ｃｌｏｓｅ ｔｈｅ ｗｉｎｄｏｗ？�

（２２）�
Q R

　Ｑ原理は，情報内容の十分さという「下限」を聞き手の側に保証し，上限規定の含意をもた

らす。このＱ原理に基づく含意（Ｑ含意と呼ぶ）は，「話し手がより情報量が多くて簡潔な，

あるいは情報量が多い形式か簡潔な形式のいずれかを用いることができなかった」ということ

から，聞き手が「話し手がそうする立場になかった」ということを推論するものである。�

�

�

�

　例えば，（２１）のＢの返答は「彼は，Ｃが南仏のどこにいるかを知らない」ということをＱ

含意する。（１９）の格率に基づく場合，Ｂの返答は明らかに量の格率に違反していることにな

るので，これを「これ以上情報量を多くしようとすれば質の格率に違反してしまう」と仮定す

ることで説明することになる。�

　一方，Ｒ原理は必要最小限の形式を「上限」として要求し，下限規定の含意を引き出すため

に用いられる。Ｒ原理に基づく含意（Ｒ含意と呼ぶ）は，話し手が情報量の少ない形式を用い

たことによって「話し手は情報量の多い形式を言うこともできたのに言わなかった」というこ

とから，聞き手が「もっと情報量のある意味が意図されていたのかもしれない」ということを

推論するものである。Ｒ含意は，純粋に言語的な動機ではなく社会的な動機によってもたらさ

れる。�

　例えば（２１）の Somewhere in the south of France.が，第一次世界大戦の前線にいる兵士から送

られた手紙の返信の宛名だったとすれば，それは，彼がそれをどこで書いているのか分からな

かったためでも，この情報が受取手には関心のないものだと思ったためでもなく，詳細な居場

所を明らかにすることを軍が禁じているためである。手紙の受取手はＲ原理に基づいてこのこ

とを推論するが，（１９）の格率に基づくと，こうした量の格率に優先する理由で協調の原理か

ら身を引く例を説明することができない。�

�

�

�

�

　Ｑ原理に基づく推論（Ｑ推論と呼ぶ）とＲ原理に基づく推論（Ｒ推論と呼ぶ）は（２２）のよ

うな背反的図式で区別することができるが，この二つの原理が矛盾しないことを――格率の衝

突といった形にならないように――説明するのが「語用論的分業」（ｄｉｖｉｓｉｏｎ ｏｆ ｐｒａｇｍａｔｉｃ ｌａｂｏｒ，

以下ＤＰＬ）という概念である。ＤＰＬは「同じ意味領域を覆う２つの表現があるとき，より簡潔

で／か語彙化されている表現はＲ推論を経て無標の，ステレオタイプ的な意味・用法・状況と

結び付けられ，より複雑ないしは冗長な表現はＱ推論を経て有標の意味に結び付けられる傾向

がある」というものである（Ｈｏｒｎ， １９８９ ： １９７ ； ２００４ ： １６ ； 加藤，２００５ ： １６７）。�

�

�

�

�

例えば，（２３ｂ）は「窓を閉めて欲しい」という要求を伝えるが（２３ｃ）はそうではない。この

ことは，ＤＰＬによって，法助動詞を用いた（２３ｂ）の疑問文が（より直接的な（２３ａ）の命令



６４�

３．３．２　Levinson（2000）の発見法としての3原理�

３．３．３　関連性理論：関連性の原理と表意形成の語用論的プロセス�

（２５） ａ．   関連性の認知原理 ： 人間の認知は，関連性の最大化と連動するように働く傾向がある。�

  ｂ．   関連性の伝達原理 ： すべての意図明示的伝達行為は，それ自体の最適な関連性の見込�

 　  みを伝達する。�

 ｂ’． 「最適な関連性の見込み」 ： ①意図明示的刺激は，受け手がそれを処理する労力に見合�

 　  うだけの関連性がある。②意図明示的刺激は，伝達者の能力と優先事項に合致するも�

 　  のの中で，最も関連性のあるものである。�

（24）�

E'E

R推論を経て�E

E'

Q推論を経て�

文に対して）要求の意味をＲ含意するのに対して，迂言的な（２３ｃ）が字義通りの疑問の意味

だけが意図されているということをＱ含意するのだと説明できる。ＤＰＬの推論は（２４）のよ

うな図式で示される（ＥとＥ’は２つの表現を指す）。�

�

�

�

�

�

�

　Ｌｅｖｉｎｓｏｎ（２０００）は，Ｈｏｒｎと同じｎｅｏーＧｒｉｃｅａｎの立場だが，「デフォルトの環境」ではな

くＧＣＩの「発見法」（ｈｅｕｒｉｓｔｉｃｓ）としてＱ／Ｉ／ＩＭの３つの原理を提案している７）。Ｌｅｖｉｎｓｏｎ（２０００）

のＱ原理は「言っていないことは事実ではない」というもので，（１９）の量の第一格率に対応

する。 Ｉ原理は「単純に表現されていることはステレオタイプ的に示される」というもので，

（１９）の量の第二格率に対応する。Ｍ原理は「有標の表現は有標の解釈を必要とする」という

もので，（１９）の様態の下位格率１．と４．に対応している。�

　細かな差を除けば，Ｌｅｖｉｎｓｏｎ（２０００）の提案は（自身が認めているように）Ｈｏｒｎ（１９８４）

のＱ原理をＱとＭの二つの原理として扱おうとするものである。さしあたり，Ｍ原理に基づく

推論はＤＰＬによっても説明可能であり，結局はＬｅｖｉｎｓｏｎ（２０００）もＤＰＬのように各原理

に基づく含意が両立しない場合の優先順位を別に仮定していることから， 両者の比較では，

Ｈｏｒｎ（１９８４）の二原理のほうが単純明瞭であると言える。�

�

�

　一方，関連性理論は，Ｇｒｉｃｅ（１９８９）によって明らかにされた語用論的原理の諸現象やそれ

に対する説明を受け継いでいるものの，推論を可能にする一般原理やＧＣＩに対する基本的な

立場がそもそも異なっている。関連性理論は，「発話の語用論的解釈は，聞き手の心的表示に

対して操作された演繹的推論メカニズムであり，その操作は『関連性の原理』と呼ばれる単一

原理によって支配されていると考える立場である」（西山，２００４ ： ３５）。したがって，会話の

含意を説明するために関連性理論で提案されているのは（２５）の（２つの下位原理からなる）

「関連性の原理」ただ一つであるが，これは，Ｇｒｉｃｅの関係の格率を重視したというよりは，協

調の原理それ自体を関連性の原理に置き換えたものである（Ｃｒｕｓｅ， ２００４ ： ３８３）８）。つまり

関連性の原理とは，「デフォルトの環境」として遵守したり違反したりし得る格率のようなも

のではなく，人間のコミュニケーションにまつわる普遍的事実を述べたものである（西山，２００４ 

： ３９ ； メイ，２００５ ： １３６ー７）。�

�

�

�

�

�

�

�



６５�文法教育の内容編成の基盤としての語用論的原理�

（２６） ａ．   発話Ｕによって伝達される想定は，それがＵによってコード化された論理系式の�

 　  発展であるならば，そしてそのときに限り，明示的（ｅｘｐｌｉｃｉｔ）［すなわち表意］で�

 　  ある。�

 ｂ．   発話Ｕによって伝達された想定であるが明示的でないものは，非明示的（ｉｍｐｌｉｃｉｔ）�

 　  ［したがって推意］である。�

（２７） ａ．   Ｉｆ ｔｈｅ ｋｉｄｓ ｗａｎｔ ｔｏ ｇｏ ｏｎ ｔｈｅ ｒｉｖｅｒ， Ｉ’ｌｌ ｈａｖｅ ｔｏ ｎｉｐ ｔｏ ｔｈｅ ｂａｎｋ．�

 ｂ．   Ｊｏｈｎ ｉｓ ｔａｌｌ ［ｃｏｍｐａｒｅｄ ｔｏ ｈｉｓ ｃｌａｓｓｍａｔｅｓ／ ｆｏｒ ａ ｆｏｏｔ ｂａｌｌ ｐｌａｙｅｒ］．�

 ｃ．   Ｒａｌｐｈ ｄｒｉｎｋｓ ［ａｌｃｏｈｏｌ（ｈａｂｉｔｕａｌｌｙ）］．�

 ｄ．   Ｏｕｒ ｂｏｓｓ ｉｓ ａ ｂｕｌｌｄｏｚｅｒ．�

　関連性理論は，（１０）のモデルを採用せず，発話によって伝達される想定を「表意」（ｅｘｐｌｉｃａｔｕｒｅ）

と「推意」（ｉｍｐｌｉｃａｔｕｒｅ；ＧｒｉｃｅやｎｅｏーＧｒｉｃｅａｎの概念と区別するために違う訳語が当てられ

ている）の２つに分類している。「伝達される想定」という言い方をするのは，関連性理論では，

聞き手の頭の中から取り出された記憶や一般常識その他，発話解釈の手助けとなるものをまと

めて「想定」と呼び，発話が伝達するものを「（様々な可能性の中から）聞き手が取り上げて

くれるように話し手が意図していることを話し手が明らかにした想定」として分析しようとし

ているからである（今井，２００１ ： １２ ； 東森・吉村，２００３ ： ３１）。表意と推意は，それぞれ次の

ように定義される。�

�

�

�

�

�

�

　表意と推意は，（１０）の「言われていること」と「含意されていること」と一致するわけで

はない。関連性理論では，（１０）のモデルのＧＣＩが表意の一部をなすとみなされている。つま

り，Ｇｒｉｃｅの「言われていること」がこれまで意味論で明らかにされてきた「文の意味」に比

較的近いものとして位置づけられていたのに対して，関連性理論の表意は，発話の明示的な意

味の形成にも語用論が明らかにしてきたものが多く関わっているとみなす概念である。現在の

関連性理論では，表意形成に関わるそうした語用論的プロセスとして，一義化・飽和・自由拡

充・アドホック概念形成の４つが仮定されている（Ｃａｒｓｔｏｎ， １９９８ ； ２０００ ； ２００４）。�

�

�

�

�

�

　「一義化」（ｄｉｓａｍｂｉｇｕａｔｉｏｎ）とは「発話に用いられた言語形式が，複数の語義をもっている

場合，発話の関連性を達成する過程で，語用論的にその語義が１つ選択され決定される」こと

をいう（東森・吉村，２００３ ： ３４）。例えば，ある家族が河畔にやってきて，子どもたちがカヌ

ーを借りて川を下ろうと相談している状況で，ランチで現金を使い切ってしまったことに気づ

いた母親が（２７ａ）と言った場合，‘ｂａｎｋ’の意味する「土手」と「銀行」という候補から「銀

行」が選択される。�

　「飽和」（ｓａｔｕｒａｔｉｏｎ）とは，「真偽判定可能な明示的意味を完成するために，発話に使用さ

れている言語形式が要求する 値（スロット）を，文脈から補うこと」を言う （東森・吉村，

２００３ ： ３５）。例えば，（５）で例示した指示詞が指し示すものの確定や，（２７ｂ）のように述語が

当てはまる範囲の基準を補う必要があるものが飽和に含まれる。�

　関連性理論では，表意として伝達されるのは，真偽判定可能な最小命題以上に肉付けされた

ものだと考える。特定の言語要素の要求ではなく，語用論的に何らかの要素をつけ加えること

を「自由拡充」（ｆｒｅｅ ｅｎｒｉｃｈｍｅｎｔ）と呼ぶ。例えば（２７ｃ）はそれだけでも真偽を判定するこ

とは可能だが，実際はカッコ内の要素を加えた表意を伝達しているとみなすのが妥当である。�
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（２８） ａ． その過程は，当該の言語表現が用いられるどの文脈においても実行されなければな�

  らないという意味で義務的（ｍａｎｄａｔｅｄ）である。�

 ｂ． その過程は，可能な解釈の範囲が言語体系それ自体によって，あるいは聞き手の語彙�

  的／百科事典的知識によって与えられるという意味で限界付けられている（ｂｏｕｎｄｅｄ）。�

（２９）   義務的 限界付け�

 ａ． 一義化 ○ ○�

 ｂ． 飽和 ○ ×�

 ｃ． アドホック概念形成 × ○�

 ｄ． 自由拡充 × ×�

（３０） ａ．   Ｐａｒａｃｅｔａｍｏｌ ｉｓ ｂｅｔｔｅｒ ［ｔｈａｎ ｗｈａｔ？］�

  ｂ．   Ｉｔ’ｓ ｔｈｅ ｓａｍｅ ［ａｓ ｗｈａｔ？］�

 ｃ．   Ｈｅ ｉｓ ｔｏｏ ｙｏｕｎｇ ［ｆｏｒ ｗｈａｔ？］�

 ｄ．   Ｉｔ’ｓ ｈｏｔ ｅｎｏｕｇｈ ［ｆｏｒ ｗｈａｔ？］�

（３１）  下限 ＋上限�

 ａ．   Ｊｏｈｎ ｉｓ ａｓ ｔａｌｌ ａｓ Ｋｉｍ．  “… ａｔ ｌｅａｓｔ ｅｑｕａｌ …”  “… ａｔ ｍｏｓｔ ｅｑｕａｌ …”�

 ｂ．   Ｐａｔ ｈａｓ ３ ｃｈｉｌｄｒｅｎ． “… ａｔ ｌｅａｓｔ ３” “… ｅｘａｃｔｌｙ ３ …”�

 ｃ．   Ｙｏｕ ａｒｅ ｓｏｍｅ ｏｆ ｔｈｅ ｃａｋｅ． “… ｓｏｍｅ ｉｆ ｎｏｔ ａｌｌ …” “… ｓｏｍｅ ｂｕｔ ｎｏｔ ａｌｌ”�

　「アドホック概念形成」とは，言語形式にコード化されている概念を文脈に合うように調整

されたその場限りの概念に置き換えることを言う。例えば（２７ｄ）は，上司が「建物の解体な

どに用いられる機械」だと言っているのではなく，この語彙概念を緩めた「パワフルで活動的

だ」というアドホック概念と結び付けられる。�

　Ｎｉｓｈｉｙａｍａ ＆ Ｍｉｎｅｓｈｉｍａ （２００６）によれば，この４つの語用論的プロセスは次の二つの

意味で「言語的コントロール」の下にあり，（２９）のように体系的に分類することができる。�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

　関連性理論に基づくと，例えば，（２７ｂ）のような例に加えて，（３０ａーｂ）のように比較基準

を補う必要のある文を――（３０ｃーｄ）のような表現も含めて「程度表現」として統一的に――「飽

和」の概念で説明できる。これによって，「文脈から復元可能な場合はｔｈａｎ／ａｓ節を省略する

ことができる」という統語的な説明に，聞き手の側の推論として「何を補わなければならない

か」という説明を加えることができる。関連性理論が仮定する語用論的プロセスは，各表現の

意味の説明に一定の有効性を持っていると言えよう。�

�

�

�

�

�

　一方，３．２で述べたＧＣＩの各例は，関連性の原理に基づいた「自由拡充」の例として説明され

る。（２９ｄ）にあるように自由拡充は義務的でもなければ限界付けられてもいないので，例え

ば（３１）の各表現がどちらの意味に解釈されるかは各文脈の「最適な関連性の見込み」による。

しかし，３．２で述べたように，ＧＣＩが意味や使い分けを理解するためにも有効な概念である

と言えるのは，通常の文脈では一般的に成立し，比較的規則的で，文脈から離れても十分予測

可能なものだからである。Ｈｏｒｎ（１９８４）の原理に基づけば，各表現は言語形式の意味として下

限の解釈をもたらすが，Ｑ含意を打ち消す発話がなければ上限を加えた意味で解釈されると説

明できる（Ｈｏｒｎ， １９８９ ： ３８３ ； ２００４ ： １０）。�

�

�

�

�

�



６７�文法教育の内容編成の基盤としての語用論的原理�

３．３．４　教育文法の内容編成の基盤としての語用論的原理�

 ｄ．   Ｉｔ’ｓ ｐｏｓｓｉｂｌｅ ｓｈｅ’ｌｌ ｗｉｎ． “… ａｔ ｌｅａｓｔ ◇…”　 “…◇ ｂｕｔ ｎｏｔ ｃｅｒｔａｉｎ”�

 ｅ．   Ｈｅ’ｓ ａ ｋｎａｖｅ ｏｒ ａ ｆｏｏｌ． “… ａｎｄ ｐｅｒｈａｐｓ ｂｏｔｈ” “… ｂｕｔ ｎｏｔ ｂｏｔｈ”�

 ｆ．   Ｉｔ’ｓ ｗａｒｍ． “… ａｔ ｌｅａｓｔ ｗａｒｍ …” “… ｂｕｔ ｎｏｔ ｈｏｔ”�

（３２） ａ．   Ｔｈａｔ ｇｕｙ ｉｓ ｎｏｔ ａ ｐａｉｎｔｅｒ．�

 ｂ．   Ｔｈａｔ ｇｕｙ ｉｓ ｎｏｔ ａ ｐａｉｎｔｅｒ ［ｌｉｖｉｎｇ ｉｎ ｈｅｒ ｖｉｌｌａｇｅ］．�

（３３）      Ｊｏｈｎ ｉｓ ｔａｌｌ ［ａｎｄ ｃｌｅｖｅｒ］．�

�

�

�

�

　また，Ｎｉｓｈｉｙａｍａ ＆ Ｍｉｎｅｓｈｉｍａ（２００６）は，Ｃａｒｓｔｏｎ（２００４）のように「自由拡充は言

語的コントロールのもとにない」とすること自体の問題点を指摘している。例えば，Ｌｉｓａと

Ｊｏｈｎがパーティーに行き，そこには画家も何人か来ているという状況で，彼らが自分たちの村

に住んでいる画家を探しているとしよう。Ｌｉｓａはある画家にあったが，彼が村に住んではいな

いということが分かり，Ｊｏｈｎに（３２ａ）を言ったとする。ところが，Ｌｉｓａが伝えようとしたの

が（３２ｂ）であり，いま「この村に住んでいる画家を探している」ということはＪｏｈｎも知って

いるとしても，（３２ａ）を（３２ｂ）のように自由拡充することはできない。こうした例は，自

由拡充に対する何らかの文法的制約が存在することを示唆している。�

�

�

�

�

　当然（２７ｂ）から（３３）を引き出すこともできないが，「言語的コントロールのもとにない」

とすると，原理的にはこうした自由拡充を防ぐことができない。Ｎｉｓｈｉｙａｍａ ＆ Ｍｉｎｅｓｈｉｍａ（２００６）

は，こうした形容詞を含む構造について「自由拡充は，一般的特性表現（ｐｒｏｐｅｒｔｙ ｅｘｐｒｅｓｓｉｏｎ）

によって符号化された概念によって阻止される」という制約を提案しているが，これを具体的

に展開しようとすれば結局Ｈｏｒｎ（１９８４， １９８９）やＬｅｖｉｎｓｏｎ（２０００）がＧＣＩに対して与えて

いる説明に帰着するように思われる。�

　関連性理論についてメイ（２００５）は「結局，関連性が有るとされるものは，明白に分かる

ものに限られ，よって退屈なものとなるか，あるいは，関連性の概念自体が，あまりにも包括

的となり，その説明力を喪失するか，このどちらかである」と述べている（メイ，２００５ ： １３９）

が，教育文法の内容編成の基盤として見た場合も同じことが言えるだろう。関連性の原理が人

間のコミュニケーションの普遍的事実を述べたものである以上，「コミュニケーションで成功

を収めるために最適な関連性の見込みを伝達する言語形式は何か」という問いは意味を持たな

い。２．の〔問題２〕で I think Seoul is nicer than Okinawa.を用いたとしても，それはＥｍｉという

「伝達者の能力と優先事項に合致するものの中で，もっとも関連性のあるもの」に変わりはなく，

実際Ｍｉｋｅともめることもないかもしれない。しかしそれは，言語の効果的使用と関連づけた

明示的文法指導という，われわれのねらいとはかけ離れた扱いである。�

�

�

　以上の検討から，本論ではＨｏｒｎ（１９８４， １９８９）の二原理を教育文法の内容編成の基盤とす

ることにしたい。Ｌｅｖｉｎｓｏｎ（２０００）はＧＣＩの諸現象に対する説明力によって三分の有効性を

実証しようとしているが，ＧＣＩに対する基本的立場が異なるわけではないので，Ｈｏｒｎ（１９８４， 

１９８９）の枠組みに依拠してもＬｅｖｉｎｓｏｎ（２０００）の分析の教育内容に対する有効性が損なわれ

はしない。また，Ｈｏｒｎ（１９８４， １９８９）は「話し手は常に，自分の発話の表面上の複雑さを最

適な形で最小化しようとする一方で，聞き手に効果的に伝達する情報の量を最大化しようとし



４．比較表現の教育内容構成への適用�

６８�

（３４） ａ．   無礼な信念の表現を（他の条件が等しければ）最小限にせよ。�

 ｂ．   丁寧な信念の表現を（他の条件が等しければ）最大限にせよ。�

ている」（Ｃａｒｒｏｌｌ ａｎｄ Ｔａｎｅｎｈａｕｓ， １９７５ ： ５１ ； Ｈｏｒｎ， ２００４ ： １４）という，Ｚｉｐｆ（１９４９）の「話

し手と聞き手の経済性」に代表される概念に立脚することによって二原理を提案しているので，

「関連性の原理」のようなコミュニケーションの本質はメタ理論的な部分で考慮されていると

言える。�

　Ｈｏｒｎ（１９８４， １９８９）の二原理を採用したとしても，Ｌｅｅｃｈ（１９８３）で言う対人関係的レト

リックをどう扱うかという問題はある程度課題として残される。聞き手への配慮が「情報学的

効率性に対する犠牲から発生するもの」（橋元，２０００ ： ４８）だとすれば，大部分はＲ含意によ

って説明することができるが，その説明はあくまで間接的なものにとどまる。１．で述べたよ

うな問題はあるにせよ，（３４）の「丁寧さの原理」を独立に設け，協調の原理との相互作用関係

を具体的に論じていた点で，Ｌｅｅｃｈ（１９８３）は教育内容構成の語用論的基盤として十全であっ

たと言える（Ｌｅｅｃｈ， １９８３ ： ８１ ； 池上・河上訳，１９８７ ： １１３ ； 大竹，１９９７ ： ６６）。�

�

�

�

　もちろん丁寧さの原理の具体的な格率が普遍的なものとは言えない以上，それについて知っ

ているからと言って失礼な発言を回避できるとは限らない（Ｃｒｕｓｅ， ２００４ ： ３８２）。スペンサー

＝オーティーが指摘しているように「文つまり言語形式それ自体では礼儀正しくも無礼でもな

い。そうではなくて，ポライトネスとは社会的判断なのであり，話し手はどんな状況で何を言

うかによって，礼儀正しいか無礼かを判断される」のだとすれば，文法的能力を形成する領域

であれ語用論的能力を形成する領域であれ，ポライトネスの何を体系的に扱うことができるの

かということは依然として外国語教育理論に突きつけられた大きな課題だと言えよう（スペン

サー＝オーティー，２００４ ： ３）。�

�

�

�

　従来の比較表現指導の問題点としては，各比較表現相互の関係および類似表現の使い分けが

明らかではなかったことと，比較節（ｔｈａｎ／ａｓ以下の節）の構成・省略法についての説明が不

十分であったことが指摘できる（亘理，２００６ａ）。いわゆる原級比較・比較級・最上級に対す

る「～と同じくらい…」・「～よりも…」・「もっとも～な…」という伝統的な説明が全く誤って

いたというわけではないが，３つの比較は同列に位置づくものではない。�

　３．２や（３１）で述べたように，原級比較の「～と同じくらい…」という意味は，あくまでそ

れを打ち消す発話がない場合の含意に過ぎない。原級比較の「少なくとも等しい」という意味

は「～よりも…」というはっきり差を示す表現と比べて特定性が弱い。このことが「『～より

も…』ではない」というＱ含意をもたらし，結果として聞き手は「～と同じくらい…」という

意味を引き出すのである。比較級も，（３）について述べたように，尺度上の相対的な関係を

表しているのは原級比較と同じであるから，具体的な値を示す表現（や場合によっては最上級）

に比べれば特定性が弱い。しかし，そもそも対応する具体的な値が存在するとは限らず，比較

級を用いることが「特定の値Ａ（あるいは『もっとも～な…』）ではない」ということをＱ含

意するわけではない。したがって，両者の関係は非対称的である（Ｈｏｒｎ，１９８９ ： ３８８ ； ２００４ ：  

１５）。一方，最上級は質的に全く異なった比較を表す。つまり，いま対比した２つの比較表現



６９�文法教育の内容編成の基盤としての語用論的原理�

（３５） ａ． Ｎｏｔｈｉｎｇ ｉｓ ｍｏｒｅ ｉｍｐｏｒｔａｎｔ ｔｏ ｔｈｅ ｍａｊｏｒｉｔｙ ｏｆ ｐｅｏｐｌｅ ｔｈｅｓｅ ｄａｙｓ ｔｈａｎ ｍｏｎｅｙ．�

  ａ’． Ｍｏｎｅｙ ｉｓ ｔｈｅ ｍｏｓｔ ｉｍｐｏｒｔａｎｔ ｔｈｉｎｇ ｔｏ ｔｈｅ ｍａｊｏｒｉｔｙ ｏｆ ｐｅｏｐｌｅ ｔｈｅｓｅ ｄａｙｓ．�

  ｂ． Ｎｏ ｏｎｅ ｉｎ ｔｈｅ ｃｌａｓｓ ｉｓ ｔａｌｌｅｒ ｔｈａｎ Ｊｏｈｎ．�

  ｂ’． Ｊｏｈｎ ｉｓ ｔｈｅ ｔａｌｌｅｓｔ ｓｔｕｄｅｎｔ ｉｎ ｔｈｅ ｃｌａｓｓ．�

（３７） “Ｊｏｈｎ＞Ｋｉｍ”�

 ａ．   Ｊｏｈｎ ｉｓ ｔａｌｌｅｒ ｔｈａｎ Ｋｉｍ（ｉｓ）．�

 ｂ．   Ｊｏｈｎ ｉｓ ｌｅｓｓ ｓｈｏｒｔ ｔｈａｎ Ｋｉｍ（ｉｓ）．�

 ｃ．   Ｊｏｈｎ ｉｓ ｎｏｔ ａｓ ｓｈｏｒｔ ａｓ Ｋｉｍ（ｉｓ）．�

（３６） ｉ． ・尺度性と比較節（意味の相対性，比較節の構成法を扱う）�

 ｉｉ． ・不等性の尺度的項比較（-er than，more/less than，rather thanなど）�

 ｉｉｉ． ・同等性の尺度的項比較（as…as，so…as，such…asなど）�

 ｉｖ．  ・不等性と同等性の対比�

 ｖ．  ・尺度と非尺度の対比�

 ｖｉ． ・同等性の非尺度的項／集合比較（same/such as，similar to，likeなど）�

 ｖｉｉ． ・不等性の非尺度的項／集合比較（other than，different from，unlikeなど）�

 ｖｉｉｉ．  ・項比較と集合比較の対比�

 ｘｉ． ・不等性の尺度的集合比較（-est，most/leastなど）�

が基本的に命題同士を比較するものであるのに対して，最上級は，言語的・文脈的に示された

集合の中で，ある特性の尺度上の最も高い点に位置する要素を選び出す表現である（Ｈｕｄｄｌｅｓｔｏｎ 

＆ Ｐｕｌｌｕｍ， ２００２ ： １１０１ー２ ； Ｈｕｄｄｌｅｓｔｏｎ ＆ Ｐｕｌｌｕｍ， ２００５ ： １９５ ； 亘理，２００６ａ ： ８６）。つまり最上

級を含む文を用いる際，Ｑ原理により話し手は「どの集合で比較しているのか」を特定するこ

とを求められる。従来の指導では，同じ命題を表す最上級と比較級を相互に書き換えさせるこ

とがある。しかし，比較級を用いた文が好まれるのは（３５ａ）のように比較の集合が曖昧な――

集合を特定する名詞を与えることは難しい――状況であり，（３５ｂ）のような文の場合は最上級

の方がはるかに適切である（ミントン，２００４ ： １０４）。こうした違いを区別しない書き換えは

有効性を持たない。高校で登場するいわゆる「比較の特殊構文」が，こうした比較表現と関連

づけられないままイディオム的に説明されることが多いことにも同様の問題が指摘できよう。�

�

�

�

�

�

　亘理（２００６ａ，２００６ｂ）は，仮説的に（３６）のような指導過程の基本構造を提案した（亘理，

２００６ａ ： ９４ ； ２００６ｂ ： １６）９）。これは，比較表現の統語論的・意味論的特性の考察から，尺度的

かどうか・同等性を表すか不等性を表すか・命題同士の比較（項比較と呼ぶ）か集合の中での

比較（集合比較と呼ぶ）かという３つの対立軸に基づいて，一般的なものから特殊なものへと

配列したものである（Ｈｕｄｄｌｅｓｔｏｎ ＆ Ｐｕｌｌｕｍ， ２００２ ： １０９９， １１０２ー４）�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

　上で述べた‘ａｓ … ａｓ’のＱ含意を理解するためには，対応する比較級を持つ文がより情報

量の多い表現であることを知っている必要がある。その意味で（３６ｉｉーｉｉｉ）の順序は妥当なもの

だと考えられるが，次のように，（３６ｉｉ）の中にも反意形容詞や‘ｌｅｓｓ’，否定によって同じ命

題を表す表現があり，否定を介して‘ａｓ … ａｓ’を用いた表現とも結ばれることを考慮する必

要がある。�

�

�

�

�

�



７０�

 ｄ．   Ｋｉｍ ｉｓ ｓｈｏｒｔｅｒ ｔｈａｎ Ｊｏｈｎ（ｉｓ）．�

 ｅ．   Ｋｉｍ ｉｓ ｌｅｓｓ ｔａｌｌ ｔｈａｎ Ｊｏｈｎ（ｉｓ）．�

 ｆ．   Ｋｉｍ ｉｓ ｎｏｔ ａｓ ｔａｌｌ ａｓ Ｊｏｈｎ（ｉｓ）．�

（３８） “Ｊｏｈｎ≧Ｋｉｍ”�

 ａ．   Ｊｏｈｎ ｉｓ ｎｏｔ ｓｈｏｒｔｅｒ ｔｈａｎ Ｋｉｍ（ｉｓ）．�

 ｂ．   Ｊｏｈｎ ｉｓ ｎｏ ｓｈｏｒｔｅｒ ｔｈａｎ Ｋｉｍ（ｉｓ）．�

 ｃ．   Ｊｏｈｎ ｉｓ ａｓ ｔａｌｌ ａｓ Ｋｉｍ（ｉｓ）．�

 ｄ．   Ｋｉｍ ｉｓ ｎｏｔ ｔａｌｌｅｒ ｔｈａｎ Ｊｏｈｎ（ｉｓ）．�

 ｅ．   Ｋｉｍ ｉｓ ｎｏ ｔａｌｌｅｒ ｔｈａｎ Ｊｏｈｎ（ｉｓ）．�

 ｆ．   Ｋｉｍ ｉｓ ａｓ ｓｈｏｒｔ ａｓ Ｊｏｈｎ（ｉｓ）．�

（４０） ａ．   Ｋｉｍ ｉｓ ｔａｌｌ， ｂｕｔ ｈｅ ｉｓ ｌｅｓｓ ｔａｌｌ ｔｈａｎ Ｊｏｈｎ（ｉｓ）．�

 ｂ．   Ｊｏｈｎ ｉｓ ｓｈｏｒｔ， ｂｕｔ ｈｅ ｉｓ ｌｅｓｓ ｓｈｏｒｔ ｔｈａｎ Ｋｉｍ（ｉｓ）．�

（３９） ａ．   Ｊｏｈｎ ｉｓ ｔａｌｌｅｒ ｔｈａｎ Ｉ ｔｈｏｕｇｈｔ．�

 ｂ．   Ｊｏｈｎ ｉｓ ｔａｌｌｅｒ ｔｈａｎ Ｋｉｍ（ｉｓ）．�

 ｃ．   Ｊｏｈｎ ｉｓ ｔａｌｌｅｒ ｔｈａｎ ｔｈａｔ ｓｈｅｌｆ．�

 ｄ．   Ｊｏｈｎ ｉｓ ｓｉｘ ｆｅｅｔ ｔａｌｌ．�
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�

　まず，「どちらを引き合いに出して，どちらについて述べるのか」という談話上の目的の違

いに迷うことは考えにくいので，（３７ａーｃ）と（３７ｄーｆ），あるいは（３８ａーｃ）と（３８ｄーｆ）の使

い分けが問題になることはほとんどない。さらに，‘ｔａｌｌ ： ｓｈｏｒｔ’という形容詞のペアで見た

場合，‘ｓｈｏｒｔ’の方が使用できる範囲が狭く，人を形容する際には否定的意味合いを持つとい

う点で有標である１０）。したがって，（３７ａ）に関して言えば，語用論的観点から見て（３７）の

他の表現との使い分けが問題になることはないと言える。むしろ選択は，例えば（３９）のよ

うな，何を比較の基準として，どこまでＪｏｈｎの身長を特定するのかということにあり，それ

は使い分けの学習の前提をなす部分の教育内容である。�

�

�

�

�

�

　Ｋｉｍについて述べている場合は，（３７ｅーｆ）が（３７ｄ）の否定的な意味を回避する候補として

浮上するが，どれも複雑ないしは冗長な表現であるからＤＰＬによって有標の意味を伝えるこ

とが予測される。�

　ミントン（２００４）によれば，「ｌｅｓｓ＋単音節形容詞の文が自然な英文と認められるのは，そ

の形容詞がいったん使われたあと，意味を限定するために再びｌｅｓｓをつけて用いるとき」であ

る（ミントン，２００４ ： ７５）。したがって，（３７ｅ）が代わりに用いられるのは（４０ａ）のような

限られた文脈のみである。また，このことから（３７ｅ）と（３７ｂ）がまったく異なる状況で用

いられるものだということも分かる。�

�

�

�

　一方（３７ｆ）は，（３）についても述べたように，（３７ｄ）に対する標準的でより丁寧な表現

であるとされる（ミントン，２００４ ： ７１ ； ＣｅｌｃｅーＭｕｒｃｉａ ＆ ＬａｒｓｅｎーＦｒｅｅｍａｎ， １９９９ ： ７３６）。しかし，

なぜ‘ｎｏｔ ａｓ … ａｓ’の形式の方が丁寧なのかということはＤＰＬのみでは説明できない。こ

の例の「背の高さの大小関係」ということだけで言えば，二つの表現の情報量に差はないのだ

からＲ含意によって説明することも難しい。しかし，Ｌｅｅｃｈ（１９８３）が言うように，否定文は一



７１�文法教育の内容編成の基盤としての語用論的原理�

〔問題1〕�

Emi : �
Mike : �
�
Emi : �
Mike : �
Emi : �
�

Mike : 

I'd like to travel abroad for our summer vacation.�
Sounds nice, but I have to take three make-up exams. So my vacation �
will be short.�
Um.  How long will your vacation be?�
I don't know exactly yet. How about you?�
My vacation is （ア）, too.  But it is（イ） because I have only one�
make-up.�
How about Okinawa tours? We can travel there within three days or �
so. I have never been there.�
�

　Mike は札幌に留学しているアメリカ人で，Emi のクラスメイトです。二人は夏�
休みに旅行を計画していますが，二人とも別々の追試を受けなければならない�
ので，電話で日程や旅行先の相談を行っています。�

空欄に入れても前後の会話と矛盾しないものは，（ア）と（イ）それぞれ�
　　　　　　　｛ short / shorter / long / longer ｝�
のうち，どれだと思いますか。�
　　　　　　　（ア）…　（　　　　　）　　（イ）…　（　　　　　）�

般的に（他の条件が同じであれば）対応する肯定文よりも情報量が少なく，「否定命題は何ら

かの意味で『文脈に存在している』肯定命題の打消し」であるという一般的特性から説明でき

るように思われる（Ｌｅｅｃｈ， １９８３ ： １００ー１ ； 池上・河上訳，１９８７ ： １４４）。つまり（３７ｆ）は，

（４０ａ）の前半部のような文脈があろうとなかろうと，‘Ｋｉｍ ｉｓ ａｓ ｔａｌｌ ａｓ Ｊｏｈｎ’という肯定命

題を立て，それを否定するというプロセスを辿る。間に「Ｋｉｍは少なくともＪｏｈｎと同じくら

い背が高い」という命題を挟むという，このワンクッションのプロセスが（３７ｆ）をより丁寧

な表現としているのではないだろうか。�

　否定という点では（３８ｄーｅ）も候補になるが，（３７）の各表現よりも情報を特定しておらず，

（３７ｆ）の方がＱ原理を満たしているという意味でも適当である。さらに（３８ｆ）よりも冗長で

あることから，当然（３８ｄーｅ）も有標の意味を伝えることが予想される。ミントン（２００４）に

よれば，（３８ｄ）は「誰かが言った（書いた）ことに反論する場合，あるいは質問に答える場合

だけ」に認められるパターンであり，（３９ｅ）は背の高くないＪｏｈｎを引き合いにして，「Ｋｉｍ

がいかに背が高くないか」ということを強調したり，「程度が高いことを期待・予想していた

のに，実際には同じ程度だった」ということを伝えたりする場合に用いられるという（ミント

ン，２００４ ： ５２， ５７ー８）。後者の意味は，比較級が示す程度の差が「ゼロ」であることを強調する

‘ｎｏ’の働きによってある程度説明できるが，いずれの表現もより複雑な状況を要求するもの

だということが分かる。�

　以上の考察から（３７ー８）の各表現の使い分けは，基本構造と同じ配列基準に従うならば，

より一般な表現，つまり（３７ｄ， ｆ）の使い分けを問うものから，特殊な表現の使い分けを問うも

のへと問題を配列することによって学習されることになる。しかし，（３７ｄ， ｆ）の使い分けを問

うためには，‘ａｓ … ａｓ’自体の表す意味について知っている必要がある。実際，われわれが次

の二つの問題の間に２．で挙げた〔問題２〕を置いている理由もそこにある。�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



７２�

〔問題3〕�

Emi : �

�

Mike : 

I think Seoul is as nice as Okinawa.  I love Korean culture, and there�

are many places to see in Seoul.�

Definitely.  But（※３）�

ァ）　Korean food is more unappetizing to me than Okinawan food.�

ィ）　Korean food is not as appetizing to me as Okinawan food.

Mikeは（※３）で次のうちどちらの表現を用いたと思いますか。�

（　　　）の表現を用いたと思う�

理由�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

　ただし〔問題２〕は，本論で述べた‘ａｓ … ａｓ’の基本的意味とＱ含意を区別して，その意

味・用法を理解させることをねらった問題ではない。むしろ，「I want to go to a different place.

と言っている以上，Ｅｍｉはより明確に意思を伝える I think Seoul is nicer than Okinawa.と言うこ

ともできたのに言わなかった」というＭｉｋｅのＲ推論に基づく使い分けの問題となっている。

Ｒ推論は「その形式の方が情報量が少ない」という認識に裏付けられるので，「比較級を用い

た文よりも穏当に『同じかそれより素敵だ』という意味を伝える」という帰結の説明を与える

だけでは十分とは言えない。しかし，〔問題２〕のような対比だからこそ――この授業を受け

た高校生の場合はこれまでの授業で「‘ａｓ … ａｓ’の意味は『…と同じくらい～』だ」と習ってい

ることも手伝って――解説で示される‘ａｓ … ａｓ’の基本的意味が意外性を持って受け止めら

れるということも言える。したがって，（１６ｂーｃ）のような文を通じて，Ｑ含意を伝えるデフォ

ルトのケースとそれが取り消されるケースを区別できるような〔問題２〕に続く新たな問題，

あるいは〔問題２〕の解説を用意するのが妥当であろう。�

　（３７ー８）の各表現の使い分けや〔問題２〕の位置づけについての考察からも明らかなように，

（３６ｉｉーｉｖ）の順序は厳密に固定的なものではなく，（３７ー８）のより大きなまとまりで教育内容

の構成単位をなすと考えた方が適切である。さらに，亘理（２００６ａ）では「基本構造間をつな

ぐような言語の効果的使用を問題とする対比を足がかりに，各構造の文法的規則を取り上げて

いく形」を想定して（３６）を提案したが，社会的な動機づけからもたらされるＲ含意やＤＰＬ

の概念を活かそうと思えば，（３６ｖ， ｖｉｉｉ）の対比は各表現自体の意味を――話し手がそれを十分

な情報を表す形式として要求されることを問うような問題を通じて――理解した後に位置づけ

るのが適切かもしれない（亘理，２００６ａ ： ９６）。それでも，「（同等性の）尺度的項比較」の理解

を基に（９）で見たような非尺度的比較との対比を扱い，その後で集合比較の典型としての最

上級を含む表現を扱うという，比較表現の全体的な構造は変わらないと考える。�

�

�



５．終わりに�

７３�文法教育の内容編成の基盤としての語用論的原理�

�

　本論は，学校教育の一環としての外国語教育の目的を「その外国語での言語的コミュニケー

ション能力の形成」と設定する以上，妥当な英語教育理論の構築のためにはその要素と構造の

検討を踏まえた教科カリキュラムの枠組みが必要であることを述べ，既存のものに若干の検討

を加えた。しかし本論は，既存の枠組みの抱える課題を解決するような新たな枠組みを提起す

るのではなく，コミュニケーションで成功を収めることに貢献しうるような「教育文法」の内

容構成に対するアプローチを考察することを通じて全体の枠組みに対する示唆も得ようとする，

ボトムアップ的アプローチを採った。本論の考察は次のようにまとめられる。�

　まず文法指導において語用論的側面を重視する枠組みとしてＣｅｌｃｅ-Ｍｕｒｃｉａ ＆ Ｌａｒｓｅｎ-

Ｆｒｅｅｍａｎ（１９９９）の枠組みを取り上げ，彼女らの枠組みでは使用の諸側面を十分に捉えきれず，

形式・意味・使用の相互関係も十分明らかとは言えないことを指摘した。一方で，その解決と

して比較表現の使用の諸側面を分析的に扱うアプローチを提示した亘理（２００６ｂ）にも，その

諸側面を区別し使い分けを説明する語用論的原理を欠くという課題が残されており，教育文法

の内容編成の基盤として各文法概念に共通するような原理が必要であることを述べた。�

　次に，言語学における３種類の含意――論理的含意・意味論的含意・語用論的含意――の区

別を導入し，各表現の使い分けを教えるためには語用論的含意の領域にまで踏み込んで教育内

容を構成する必要があるということを明らかにした。語用論的含意について詳しく検討するた

めに，Ｇｒｉｃｅ（１９６７［１９８９］）の発話の意味のモデルを取り上げ，そのモデルにおける「特定

的会話の含意」（ＰＣＩ）ではなく「一般的会話の含意」（ＧＣＩ）こそが，ある表現の意味や使い分

けを理解するために有効な概念であることを訴えた。ただし，Ｇｒｉｃｅが提案したＧＣＩの前提と

なる一般原理の格率規定については，定義の不十分さや格率同士の関係が不明確であることが

批判の対象となってきたため，ｎｅｏ-ＧｒｉｃｅａｎのＨｏｒｎ（１９８４， １９８９）とＬｅｖｉｎｓｏｎ（２０００），そ

して関連性理論によるＧｒｉｃｅ（１９８９）の一般原理の最定式化を対比し，より単純で包括的な説

明が可能であることが見込まれるＨｏｒｎ（１９８４， １９８９）の二原理を教育文法の内容編成の基盤

として採用することを述べた。�

　最後に，この語用論的原理の観点から，従来の比較表現指導の問題点を整理し，指導過程の

基本構造と具体的な問題配列の再構成を試みた。この考察を反映した授業プランの作成・実践

による実証が課題として残されているものの，二原理およびその調整概念である「語用論的分

業」（ＤＰＬ）に基づくことによって，命題としては同一性を示す比較表現の違いが教育内容構成

に有効な形で説明できることを示せたと言えよう。さらに，ＧＣＩや二原理についての研究が

もともと数量詞や否定，等位接続などの表現の分析を中心に進んできたことから，こうした文

法概念の教育内容構成において二原理がさらなる有効性を発揮することが見込まれる。他の文

法概念の教育内容構成へ適用による二原理の有効性の検証は今後の課題としたい。�

�

�
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たい。�
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